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議案第１４号  

   射水市個人情報保護法施行条例の制定について 

 射水市個人情報保護法施行条例を次のように定める。 

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市個人情報保護法施行条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。 

 以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行  

 令（平成１５年政令第５０７号）で使用する用語の例による。 

 （登録簿） 

第３条 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委  

 員会、固定資産評価審査委員会及び消防長（以下「市の機関」という。）は、 

 個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又 

 は個人識別符号により当該個人を容易に検索し得る状態で個人情報が記録 

 された公文書（射水市情報公開条例（平成１７年射水市条例第２０号）第２ 

 条第２項に規定する公文書をいう。）を使用するもの (以下この条において 

 「個人情報取扱事務」という。）について、次に掲げる事項を記載した登録 

 簿(以下この条において「個人情報取扱事務登録簿」という。）を備え付けな 

 ければならない。 

 (1) 個人情報取扱事務の名称 
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 (2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称  

 (3) 記録される個人情報の利用目的 

 (4) 記録される個人の範囲 

 (5) 記録される個人情報の項目 

 (6) 記録される個人情報の取得先 

 (7) 記録される個人情報を当該市の機関以外の者に経常的に提供する場合 

  は、その提供先 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項  

２ 市の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、 

 当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければ 

 ならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。  

３ 市の機関は、前２項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したと 

 きは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならな  

 い。 

４ 前３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報取扱事務につい  

 ては、適用しない。 

 (1) 市、国、独立行政法人等、地方独立行政法人又は他の地方公共団体の職 

  員若しくは職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人  

  事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱  

  うもの 

 (2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために 

  利用する個人情報を取り扱う個人情報取扱事務であって、送付又は連絡の  

  相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱うも  

  の 

５ 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならな  
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 い。 

 （費用負担） 

第４条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額 

 は、零とする。 

２ 法第８７条第１項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、文書若 

 しくは図画の写し又は電磁的記録の作成及び送付に要する費用その他の開 

 示の実施に要する費用として、規則で定める額の費用を負担しなければなら 

 ない。 

 （開示決定等の期限） 

第５条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して１５日以内にしなけ  

 ればならない。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合に  

 あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。  

２ 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理 

 由があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することがで 

 きる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長 

 後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  

 （開示決定等の期限の特例） 

第６条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があ  

 った日から起算して４５日以内にその全てについて開示決定等をすること 

 により事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定 

 にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部 

 分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当 

 の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、前 

 条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面に 

 より通知しなければならない。 
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 (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  

 (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限  

 (委任) 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、 

 規則で定める。 

附 則  

 （施行期日）  

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す  

 る法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第５  

 １条の規定に限る。）の施行の日から施行する。 

 （射水市個人情報保護条例の廃止） 

第２条 射水市個人情報保護条例（平成１７年射水市条例第２１号。以下「旧  

 条例」という。）は、廃止する。 

 （経過措置） 

第３条 前条の規定の施行の際現に旧条例第２条第４項に規定する実施機関  

 （以下この条において「旧実施機関」という。）の職員である者又は前条の 

 規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施  

 行前において旧条例第２条第１項に規定する個人情報（以下この項及び次項  

 において「旧個人情報」という。）の取扱いに従事していた者に係る旧条例  

 第３条第２項の規定による職務上知り得た旧個人情報の内容をみだりに他 

 人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従 

 前の例による。 

２ 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託  

 を受けた事務に従事していた者（第５項第２号において「旧受託事務従事者」 

 という。）に係る旧条例第８条第４項の規定による当該受託事務の業務に関 
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 して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に  

 利用してはならない義務については、前条の施行後も、なお従前の例による。 

３ 前条の規定の施行前において旧条例第８条第３項の管理の業務に従事し 

 ていた者（第５項第２号において「旧管理業務従事者」という。）に係る同  

 条第４項の規定による管理の業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみ 

 だりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、 

 前条の施行後も、なお従前の例による。 

４ 前条の規定の施行の日前に旧条例第１３条第１項から第３項まで、第２７  

 条第１項から第３項まで又は第３５条第１項から第４項までの規定による 

 請求がされた場合における旧条例第２条第５項に規定する保有個人情報（次  

 項及び第６項において「旧保有個人情報」という。）の開示、訂正及び利用  

 停止については、なお従前の例による。 

５ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧 

 実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人 

 情報を含む情報の集合物であって、特定の旧保有個人情報を電子計算機を用 

 いて検索することができるように体系的に構成したもの（その全部又は一部 

 を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役 

 又は１００万円以下の罰金に処する。 

 (1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定 

  の施行前において旧実施機関の職員であった者  

 (2) 旧受託事務従事者又は旧管理業務従事者 

６ 前項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得た前条の規定の 

 施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を前条の規定の 

 施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用し  

 たときは、1 年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 
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７ 前２項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用  

 する。 

第４条 附則第２条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違 

 反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。  

 （射水市情報公開条例の一部改正） 

第５条 射水市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第２号ウ中「第２条第２項に規定する特定独立行政法人の役員及 

 び」を「第２条第４項に規定する行政執行法人の」に改め、同条第３号中「競 

 争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる」 

 を「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」に改める。  

 （射水市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第６条 射水市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７年射水市条例第 

 ２２号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「設置する」を「置く」に改める。  

  第２条を次のように改める。 

  （定義） 

 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定  

  めるところによる。 

  (1) 実施機関 射水市情報公開条例（平成１７年射水市条例第２０号。以 

下「公開条例」という。）第２条第１項に規定する実施機関をいう。 

  (2) 公文書 公開条例第２条第２項に規定する公文書をいう。 

  (３) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情  

   報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該  

   実施機関が保有するものをいう。ただし、公文書に記録されているもの 

   に限る。 
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  (４) 諮問実施機関 公開条例第１６条第１項、射水市議会の個人情報の保 

   護に関する条例(令和５年射水市条例第１０号。以下「市議会保護条例」 

   という。)第４６条第１項又は法第１０５条第３項において準用する同 

   条第１項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。  

  第３条第１項中「又は保護条例第４２条第１項」を「、市議会保護条例第 

 ４６条第１項又は法第１０５条第３項において準用する同条第１項」に改め、 

 同条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、同項を同条 

 第２項とする。 

  第５条第１項中「公開条例第１６条第１項に規定する場合にあっては」を 

 「公開条例第１６条第１項の規定による諮問があった場合にあっては同条例 

 第１１条第２項に規定する」に、「保護条例第４２条第１項に規定する場合 

 にあっては」を「市議会保護条例第４６条第１項の規定による諮問があった 

 場合にあっては同条例第２１条第５号ア、第３６条第１項又は第４３条第１ 

 項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情  

 報の提示を、法第１０５条第３項において準用する同条第 1 項に規定よる諮 

 問があった場合にあっては法第７８条第１項第４号、第９４条第１項又は第 

 １０２条第１項に規定する」に改める。 

  第１０条中「及び第３項」を削る。 

 （射水市介護保険条例の一部改正） 

第７条 射水市介護保険条例（平成１７年射水市条例第１５５号）の一部を次 

 のように改正する。 

  目次中「第１０条・第１１条」を「第１０条」に、「第１２条―第１６条」 

 を「第１１条―第１５条」に改める。 

  第１０条を削り、第１１条を第１０条とする。  

  第６章中第１２条を第１１条とし、第１３条から第１６条までを１条ずつ  
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 繰り上げる。 
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議案第１５号 

   射水市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正について  

 射水市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を次のように改正する。  

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号 

   射水市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条例     

 射水市職員の高齢者部分休業に関する条例（平成２５年射水市条例第４１号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「、５分」を「任命権者が定める時間を上限とし、任命権者

が定める時間」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第１６号  

   射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号  

   の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個  

   人情報の提供に関する条例の一部改正について 

 射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を次のように改正する。 

 令和５年２月２７日 提  出 

                   射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号 

   射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号  

   の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個  

   人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例  

 射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２

７年射水市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 別表１に次のように加える。 

２５ 市長 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に準じて行

う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する

事務 

 別表２に次のように加える。 

２５ 市長 生活保護法に準じて行

う生活に困窮する外国

地方税関係情報 

住民票関係情報 
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人に対する保護の措置

に関する事務 

介護保険給付等関係情報 

障がい者関係情報 

児童手当等関係情報 

市営住宅等関係情報 

 別表３の１の項中「（昭和２５年法律第１４４号）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第１７号  

   射水市国民健康保険条例の一部改正について 

 射水市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。  

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

射水市国民健康保険条例（平成１７年射水市条例第１５４号）の一部を次の

ように改正する。 

第６条第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前に出産した被保険者に係る射水市国民健康保険条例第６条の規

定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。  
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議案第１８号  

射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部改正について 

射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を次のように改正する。 

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号 

射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める  

条例の一部を改正する条例 

 射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成  

２６年射水市条例第３３号）の一部を次のように改正する。  

第７条の次に次の２条を加える。  

（安全計画の策定等）  

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家

庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、

利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所

等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓

練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以

下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必

要な措置を講じなければならない。  
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２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携

が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周

知しなければならない。  

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。  

（自動車を運行する場合の所在の確認）  

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等

のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、

利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に

把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければなら

ない。  

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児の

送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより

１つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用

の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ない

と認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザ

ーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用い

て前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなけれ

ばならない。  

 第１０条中「ときは、」の次に「その行う保育に支障がない場合に限り、」を
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加え、同条ただし書を削る。  

第１３条を次のように改める。  

第１３条 削除  

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。  

附 則  

 （施行期日）  

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改

正規定は、公布の日から施行する。  

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置）  

第２条 改正後の第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業

者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場

合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児

の見落としを防止する装置（以下この条において「ブザー等」という。）を

備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年

３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この

場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家

庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所

在の確認を行わなければならない。  
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議案第１９号  

射水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

する基準を定める条例の一部改正について 

射水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を次のように改正する。 

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号 

射水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関  

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 射水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年射水市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１

項各号」を「第１９条各号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１

号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。  

 第５条第２項第３号中「同項第３号」を「同条第３号」に改める。  

 第７条第３項中「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

 第１６条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。  

 第２７条を次のように改める。 

第２７条 削除 

 第３６条第２項及び第３項中「同項第２号」を「同条第２号」に改める。  
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 第３７条第２項及び第３項中「同項第１号」を「同条第１号」に改める。  

 第５３条第２項中「同項第３号」を「同条第３号」に改める。 

附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２７条の改正規定

は、公布の日から施行する。 
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議案第２０号 

   射水市立認定こども園条例の一部改正について 

射水市立認定こども園条例の一部を次のように改正する。 

令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号 

射水市立認定こども園条例の一部を改正する条例  

射水市立認定こども園条例（令和元年射水市条例第４４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第４条第１号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。  

第５条第３項第１号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

め、同項第２号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

   附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第２１号 

   射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を     

定める条例の一部改正について 

 射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を次のように改正する。 

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を     

定める条例の一部を改正する条例 

 射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年射水市条例第３５号）の一部を次のように改正する。  

第６条の次に次の２条を加える。  

 （安全計画の策定等）  

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、

放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の

安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課

後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指

導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関

する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策

定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。  
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２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知すると

ともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連

携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について

周知しなければならない。  

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に

応じて安全計画の変更を行うものとする。  

 （自動車を運行する場合の所在の確認）  

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組

等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利

用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握するこ

とができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。  

 第１２条の次に次の１条を加える。  

 （業務継続計画の策定等）  

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごと

に、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続

的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければなら

ない。  
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３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必

要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。  

 第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。  

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例によ

る改正後の第６条の２の規定の適用については、同条中「講じなければ」と

あるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実

施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよ

う努めなければ」とする。 
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議案第２２号 

   射水市新湊博物館条例の一部改正について 

 射水市新湊博物館条例の一部を次のように改正する。 

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市新湊博物館条例の一部を改正する条例 

 射水市新湊博物館条例（平成１７年射水市条例第９９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」という。）第

１８条」を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号）第３０条」に改める。  

   附 則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

   令和４年度射水市病院事業会計資本金の額の減少について 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第４項の規定により、

令和４年度射水市病院事業会計資本金のうち４，６０８，０１５，９２０円を

減少し、利益剰余金に振り替える。 

令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  
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議案第２４号 

   財産の取得について 

 下記のとおり特定公園施設を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第８号及び射水市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（平成１７年射水市条例第５０号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

 

記 

１ 取 得 物 件 

   施 設 名  射水市本開発地区土地区画整理事業内公園  

   所在及び地番  射水市本開発字石田８２４番１ 外３０筆 

   取 得 部 分  公募対象公園施設等設置事業で事業者が整備する  

            特定公園施設 

２ 取 得 価 格   ３６９，０００，０００円 

            （うち消費税等 ３３，５４５，４５４円） 

３ 契約の相手方   魚津市吉島２丁目４番２５号 

            有限会社アイエヌエル 

             代表取締役 澤田 辰勇 

 

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  
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議案第２５号 

   指定管理者の指定について 

 射水市コミュニティセンターの指定管理者の指定について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとおり議会

の議決を求める。 

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称及び指定管理者と

なる団体の名称 

公の施設の名称 指定管理者となる団体の名称 

放生津コミュニティセンター 放生津地域振興会 

新湊コミュニティセンター 新湊地域振興会 

塚原コミュニティセンター 塚原地域振興会 

三ケコミュニティセンター 三ケ地域振興会 

戸破コミュニティセンター 戸破地域振興会 

橋下条コミュニティセンター 橋下条地域振興会 

金山コミュニティセンター 金山地域振興会 

大江コミュニティセンター 大江地域振興会 

池多コミュニティセンター 池多地域振興会 

南太閤山コミュニティセンター 南太閤山地域振興会 
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公の施設の名称 指定管理者となる団体の名称 

浅井コミュニティセンター 浅井報徳地域振興会 

櫛田コミュニティセンター 櫛田地域振興会 

２ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで  
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議案第２６号 

   指定管理者の指定の期間の変更について  

 令和４年３月１８日に議決された射水市コミュニティセンターの指定管理

者の指定についてのうち、中太閤山コミュニティセンターの指定管理者の指定

の期間について、下記のとおり変更するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

記 

１ 公の施設の名称 

  中太閤山コミュニティセンター 

２ 指定管理者の団体の名称 

  中太閤山まちづくり地域振興会 

３ 指定の期間 

変更前 令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで  

変更後 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで  
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報告第  １  号  

   専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和４年度射水市一般会計補正予算（第７号）を別冊のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。  

  令和５年２月２７日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 


